
- -1

（
総
務
委
員
会
）

地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
五
十
一
回
国
会
閣
法
第
六
四
号
、
第
百
五
十
三
回
国
会
衆

議
院
送
付

（
本
院
継
続
審
査
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
関
す
る
事
項

１

直
接
請
求
に
関
す
る
事
項

イ

議
会
は
、
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
基
づ
く
議
案
の
審
議
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
請
求
を
行
っ

た
代
表
者
に
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

ロ

有
権
者
数
が
四
十
万
を
超
え
る
普
通
地
方
公
共
団
体
に
つ
き
、
議
会
の
解
散
請
求
及
び
長
等
の
解
職
請
求
に
必
要
な

署
名
数
要
件
（
現
行

有
権
者
数
の
三
分
の
一
）
を
緩
和
し
、
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２

議
会
に
関
す
る
事
項

議
員
派
遣
の
根
拠
及
び
手
続
を
明
確
化
す
る
ほ
か
、
議
会
に
お
け
る
選
挙
に
点
字
投
票
を
導
入
す
る
も
の
と
す
る
。
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３

住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
事
項

イ

住
民
監
査
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
と
き
は
、
監
査
委
員
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
の
執
行
機
関
等
に
対
し
、
勧
告
等
の
手
続
が
終
了
す
る
ま
で
の
間
当
該
行
為
を
停
止
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ロ

監
査
委
員
は
、
関
係
の
あ
る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
等
の
陳
述
の
聴
取
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
請
求
人
を
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４

住
民
訴
訟
に
関
す
る
事
項

イ

当
該
執
行
機
関
等
に
対
す
る
当
該
行
為
の
全
部
又
は
一
部
の
差
止
め
の
請
求
に
つ
い
て
、
当
該
行
為
に
よ
り
普
通
地

方
公
共
団
体
に
回
復
の
困
難
な
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
規
定
を
削
除
す
る
。

ロ

普
通
地
方
公
共
団
体
に
代
位
し
て
行
う
当
該
職
員
個
人
又
は
相
手
方
に
対
す
る
損
害
賠
償
等
の
請
求
（
い
わ
ゆ
る
四

号
訴
訟
）
に
つ
い
て
、
当
該
職
員
個
人
又
は
相
手
方
に
損
害
賠
償
等
の
請
求
を
す
る
こ
と
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体

の
執
行
機
関
等
に
対
し
て
求
め
る
請
求
と
す
る
等
、
四
号
訴
訟
の
訴
訟
類
型
の
再
構
成
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ハ

原
告
が
勝
訴
し
た
場
合
の
弁
護
士
費
用
に
つ
い
て
、
公
費
負
担
の
対
象
（
現
行

四
号
訴
訟
の
み
）
を
住
民
訴
訟
全
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体
に
拡
充
す
る
も
の
と
す
る
。

５

中
核
市
に
関
す
る
事
項

中
核
市
の
指
定
要
件
の
う
ち
、
人
口
五
十
万
以
上
を
有
す
る
市
に
関
し
て
は
、
面
積
要
件
を
廃
止
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
関
す
る
事
項

１

合
併
協
議
会
設
置
の
請
求
に
関
す
る
事
項

イ

合
併
協
議
会
設
置
の
請
求
に
よ
り
置
か
れ
る
合
併
協
議
会
に
は
、
当
該
請
求
を
行
っ
た
代
表
者
を
委
員
と
し
て
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ロ

合
併
請
求
市
町
村
の
議
会
は
、
合
併
協
議
会
設
置
の
請
求
に
基
づ
く
議
案
の
審
議
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
請

求
を
行
っ
た
代
表
者
に
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

ハ

合
併
協
議
会
設
置
の
請
求
に
基
づ
く
議
案
に
つ
い
て
、
合
併
請
求
市
町
村
の
議
会
が
否
決
し
た
場
合
に
は
、
合
併
請

求
市
町
村
の
長
か
ら
の
請
求
又
は
合
併
請
求
市
町
村
の
有
権
者
数
の
六
分
の
一
以
上
の
者
の
署
名
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

請
求
を
要
件
と
し
て
住
民
投
票
を
実
施
し
、
有
効
投
票
の
総
数
の
過
半
数
の
賛
成
が
あ
っ
た
と
き
は
、
合
併
請
求
市
町

村
の
議
会
が
可
決
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
等
、
住
民
投
票
制
度
の
創
設
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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２

地
方
税
、
流
域
下
水
道
及
び
一
部
事
務
組
合
等
の
特
例
に
関
す
る
事
項

市
町
村
の
合
併
後
に
地
方
税
の
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
市
町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る

年
度
及
び
こ
れ
に
続
く
五
年
度
に
延
長
す
る
と
と
も
に
、
同
期
間
内
に
お
い
て
課
税
免
除
が
で
き
る
も
の
と
す
る
等
、
地

方
税
に
関
す
る
特
例
の
拡
充
並
び
に
流
域
下
水
道
及
び
一
部
事
務
組
合
等
に
関
す
る
特
例
の
創
設
を
行
う
も
の
と
す
る
。

三
、
条
例
・
規
則
等
へ
の
委
任
の
在
り
方
の
見
直
し
に
伴
う
個
別
法
の
改
正
に
関
す
る
事
項

権
利
義
務
規
制
を
行
う
た
め
の
基
本
的
な
規
範
の
定
立
を
地
方
公
共
団
体
の
法
規
に
委
任
す
る
場
合
に
、
地
方
公
共
団
体

の
規
則
等
に
委
任
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
条
例
に
委
任
す
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
地
方
分
権

推
進
委
員
会
の
意
見
を
踏
ま
え
、
化
製
場
等
に
関
す
る
法
律
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

１

議
会
に
関
す
る
事
項
関
係
及
び
中
核
市
に
関
す
る
事
項
関
係

平
成
十
四
年
四
月
一
日

２

条
例
・
規
則
等
へ
の
委
任
の
在
り
方
の
見
直
し
に
伴
う
個
別
法
の
改
正
に
関
す
る
事
項
関
係

平
成
十
五
年
一
月
一
日


